
「
長
沙
子
弾
庫
吊
書
」

に
見
ら
れ
る

一戸世
向てつ

《

1》

ド
ト
「
長
沙
子
弾
庫
吊
書
」
(
以
下
「
子
弾
庫
吊
書
」
と
略
称
す
る
)
は
、

州
問唯

一
九
四
二
年
湖
南
省
長
沙
市
子
弾
庫
楚
墓
か
ら
盗
掘
さ
れ
、
薬
季
裏

リ
の
手
に
渡
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
四
六
年
に
ア
メ
リ
カ
人
の
』
。
宮

下
回
邑

-anaに
よ
り
ア
メ
リ
カ
に
も
た
ら
さ
れ
、
一
九
六
六
年
に

M
g印
官
官
が
購
入
し
た
。
印

R
Eの
死
後
一
九
八
七
年
か
ら
、

《

2》

品
当
該
吊
書
は
サ
ッ
ク
ラ
l
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
た
。

以
当
該
楚
墓
は
、
一
九
七
三
年
正
式
に
発
掘
調
査
さ
れ
た
。
そ
の
結

掛
果
、
被
葬
者
は
士
大
夫
相
当
万
身
分
で
、
被
葬
年
代
は
戦
国
時
代
中

脚
晩
期
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
出
。

肝
「
子
弾
庫
吊
書
」
は
、
お
お
よ
そ
四
七

m
×
三
人
間
だ
が
、
周
囲

市
に
脱
落
も
あ
る
。
中
央
部
に
は
、
八
行
と
十
三
行
の
文
章
が
記
さ
れ
、

3

相
互
に
上
下
が
逆
向
き
に
な
っ
て
い
る
。
周
辺
部
に
は
、
樹
木
と
異

1

形
の
神
々
の
絵
が
描
か
れ
、
一
て
，
一
一
一
行
の
短
い
文
章
(
辺
文
)
が
記

は
じ
め
に

「神」

の
役
割
に
つ
い
て

高

戸

聴

さ
れ
て
い
る
(
以
降
、
抽
出
揮
優
氏
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
八
行
文
」
・

「
十
三
行
文
」
・
「
辺
文
」
と
呼
ぶ
)
。
樹
木
は
、
四
隅
に
描
か
れ
、
青
・

赤
白
目
黒
で
彩
色
さ
れ
て
お
り
、
異
形
の
神
々
の
絵
は
、
十
二
体

が
一
辺
に
=
一
体
ず
つ
、
頭
部
を
中
心
に
向
け
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。

「
辺
文
」
は
、
こ
れ
ら
異
形
の
神
々
の
側
に
二
、
三
行
の
文
章
で
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
十
二
の
「
辺
文
」
と
異
形
の
神
々
は
十
二
ヶ
月

を
表
し
て
お
り
、
コ
一
文
字
の
「
題
」
と
二
、
コ
一
行
の
「
文
」
か
ら

な
る
。本

稿
は
、
出
土
文
献
で
あ
る
こ
の
「
子
弾
庫
吊
書
」
の
「
八
行
文
」

と
「
十
三
行
文
」
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
両
篇
の

訳
と
解
釈
を
提
示
す
る
。
そ
の
上
で
、
「
人
行
文
」
に
登
場
す
る
「
四

神
」
と
「
百
神
」
、
及
び
「
十
三
行
文
」
に
笠
場
す
る
「
群
神
」
の

性
格
に
つ
い
て
、
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
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「
八
行
文
」

に
つ
い
て

本
章
で
は
、
「
子
弾
庫
吊
書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
「
八
行
文
」
を

見
て
い
く
。
「
子
弾
庫
吊
書
」
の
原
文
は
、
注

(
l
)
所
掲
餓
宗
願

曾
憲
通
『
楚
地
出
土
文
献
三
稜
研
究
』
所
収
の
赤
外
線
写
真
に
拠
る
。

「
八
行
文
」
の
主
な
内
容
は
、
原
初
の
混
沌
と
し
た
状
態
か
ら
ど
の

よ
う
に
世
界
が
形
作
ら
れ
、
秩
序
付
け
ら
れ
た
か
を
説
明
す
る
物
詩

で
占
め
る
。

「
八
行
文
」
は
、
分
段
記
号
で
あ
る
「
巳
で
、
三
つ
の
段
落
に
分

け
ら
れ
て
い
る
。
今
こ
の
分
段
に
従
い
、
一
ニ
段
落
に
分
け
て
挙
げ
る
。

な
お
、
(
)
に
原
文
に
相
当
す
る
現
行
字
を
挙
げ
、
口
で
欠
損
を

表
し
、
〔
〕
に
内
容
か
ら
推
測
さ
れ
る
字
を
挙
げ
、
[
]
は
以
上

の
文
が
原
文
の
第
何
行
目
で
あ
る
か
を
一
不
す
。
=
は
重
文
・
合
文
記

号
で
あ
る
。

目
、
故
口
〔
大
〕
高
(
熊
)
備
選
(
彊
戯
)
、
出
自
口
走
、
尻
(
居
)

手
段
口
。
平
(
欧
)
口
保
=
口
口
口
女
(
如
)
、
夢
=
(
夢
夢
)

墨
=
(
墨
墨
)
、
亡
章
弼
=
(
弼
揃
)
、
口
嬰
(
晦
)
水
口
、
風

雨
是
於
。
乃
取
(
妥
)

[

1

]

庭
口
口
子
之
子
日
女
阜
、
是
生
子
。

四
口
〔
方
〕
是
裏
(
治
)
、
天
境
(
践
)
是
各
(
格
)
、
妻
(
参
)

祭
(
化
)
口
逃
(
兆
)
、
篤
串
矯
高
、
日
司
堵
裏
(
壌
)
、
答
(
曇
)

天
歩
ん
〔
進
〕
。

[
2
]
乃
上
下
朕
(
騰
)
迦
(
縛
)
、
山
陵
不

斌
(
疏
)
。
乃
命
山
川
四
回
目
(
海
)
、
口
寮
(
織
)
照
(
気
)
畠
(
治
)

照
(
朱
)
、
目
矯
一

π
(其
)
斌
(
況
)
、
目
捗
山
陵
。
瀧
泊
刷
(
淵
)

湖
、
未
又
(
有
)
胃
月
=
(
日
月
)
。
四
神

[
3
]
相
文
(
代
)
、

乃
歩
ロ
口
矯
俄
(
歳
)
、
是
佳
(
惟
)
四
寺
(
時
)
。
巴
(
日
く
、

Eし故
大
熊
痘
戯
、
口
定
自
り
出
で
、
蹴
口
に
居
り
。
厭
れ
口

か
た
ち
訟

品
川
僚
と
し
て
口
口
口
如
、
夢
夢
墨
墨
と
し
て
、
章
亡
く
弼
弼

と
し
て
、
口
防
水
口
、
風
雨
是
於
。
乃
ち
庭
口
口
子
の
子
女

主
と
日
う
を
妥
り
、
是
れ
子
を
生
む
。
四
方
是
れ
治
り
、
天
践

い
&rス
9
V

《

叩

》

是
れ
格
る
、
化
に
参
じ
て
兆
を
口
し
、
負
。
マ
矯
寓
、
以
て
堵
壌

の
り

を
司
り
、
天
を
暑
し
て
歩
進
す
。
乃
ち
上
下
勝
騨
し
、
山
陵

と
お疏

ら
ず
。
乃
ち
山
川
四
海
に
命
じ
て
、
ロ
蛾
集
部
朱
も
て
、
以

て
其
の
疏
を
為
し
、
以
て
山
陵
を
渉
ら
し
む
。
瀧
柑
淵
消
じ
、

未
だ
日
月
あ
ら
ず
。
四
林
相
い
代
わ
り
、
乃
ち
歩
み
て
以
て
歳

を
為
す
、
是
惟
れ
四
時
な
り
。
)

昔
大
熊
桓
戯
は
、
口
廷
か
ら
出
て
、
磁
巴
に
居
所
を
定
め
た
。
そ

の
頃
は
真
っ
暗
で
形
も
は
っ
き
り
と
せ
ず
、
天
地
の
気
が
塞
が
っ
て

風
雨
も
発
生
し
な
い
有
様
だ
っ
た
。
そ
こ
で
湿
戯
は
口
口
慶
子
の
娘

の
女
室
と
い
、
つ
も
の
を
安
り
、
子
が
生
ま
れ
た
。
痘
戯
は
四
方
を
治

め
、
天
体
の
運
行
を
も
た
ら
し
、
天
地
の
変
化
に
参
画
し
て
大
地
を

区
画
し
、
堵
壌
を
司
り
、
天
の
動
き
を
測
定
し
て
星
辰
を
正
し
く
運

行
さ
せ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
天
地
の
間
で
は
(
気
が
?
)
循
環
し
た

が
、
山
陵
(
の
地
脈
?
)
は
通
じ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
山
川
四

海
の
神
に
命
じ
て
、
織
気
と
治
気
と
を
用
い
て
、
循
環
さ
せ
、
山
陵



に
行
き
渡
ら
せ
た
。
地
上
は
、
水
が
広
く
深
く
満
ち
溢
れ
、
ま
だ
太

陽
と
月
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
電
戯
の
子
の
凹
神
は
、
代
わ
る

代
わ
る
地
上
を
巡
っ
て
一
年
の
季
節
を
循
環
さ
せ
た
。
こ
れ
が
四
時

で
あ
る
。

《也》

第
一
段
落
で
は
、
「
窓
戯
」
す
な
わ
ち
伏
義
が
登
場
す
る
。
「
痘
戯
」

は
、
真
っ
暗
で
混
沌
と
し
た
世
界
を
徐
々
に
秩
序
付
け
て
い
く
。
ま

酢
ず
、
「
四
方
の
領
域
を
区
画
し
、
天
体
を
秩
序
立
て
て
星
辰
を
観
測

引
し
て
暦
を
作
」
り
、
天
と
地
を
分
化
さ
せ
る
と
、
「
山
川
四
海
の
神

引
に
命
じ
て
、
蛾
気
と
槍
気
と
を
用
い
て
、
循
環
さ
せ
」
て
、
地
上
を

肱
安
定
さ
せ
た
。

役
ま
た
「
痘
戯
」
は
、
口
口
百
桂
子
の
娘
の
「
女
室
」
と
い
う
も
の
を

上
安
り
、
子
を
生
ん
だ
。
「
窟
戯
」
と
「
女
室
」
と
の
聞
に
生
ま
れ
た
「
四

附
神
」
は
、
ま
だ
太
陽
と
月
が
存
在
し
な
い
世
界
で
、
代
わ
る
代
わ
る

同
地
上
を
巡
っ
て
一
年
の
季
節
を
循
環
さ
せ
だ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

民
世
界
は
天
と
地
に
分
化
し
、
日
月
は
ま
だ
存
在
し
な
い
も
の
の
、
四

川
季
が
で
き
、
一
年
と
い
う
時
間
の
区
切
り
が
で
き
た
、
と
言
う
。

閥
次
に
第
二
段
落
を
挙
げ
る
。

糊
俣
(
長
)
自
主
僻
(
斡
)
、
二
日
朱
四
富
(
軍
)
、
三
日
間
回
黄
難
、

何
回
日
ロ
田
富
山
郁
(
聡
)
。
千
又
(
有
)
百
放
(
歳
)
、
男
E

(

日
月
)

恨

[
4
]
変
(
允
)
生
。
〔
九
〕
州
不
坪
(
平
)
、
山
陵
備
臥
(
蓋
矢
)
。

四
神
口
口
至
子
返
(
復
)
。
天
努
(
方
)
逮
(
動
)
孜
(
敦
)
、
数
(
昇
)

之
青
木
赤
木
黄
木
白
木
墨
木
之
摘
(
精
)
。

[
5
]
炎
帝
乃
命
祝

115 

利
(
融
)
、
目
四
神
降
、
築
士
一
天
、
口
息
数
(
保
)
、
実
四
毘
(
極
)
。

目
、
非
九
天
馴
(
則
)
大
敵
(
矢
)
、
劇
(
則
)
母
敢
散
(
冒
)

天
爾
(
霊
)
。
帝
変
(
俊
)
乃
〔
6
]
鴛
同
月
E

(

日
月
)
之
行
。

白
(
長
は
青
聡
と
日
い
、
ご
は
朱
四
車
と
日
い
、
三
は
四
回
黄
難

と
日
い
、
四
は
口
墨
款
と
日
う
。
千
有
百
歳
し
て
、
日
月
允

か
た
む
【

U
M

に
生
ず
。
九
州
平
ら
か
な
ら
ず
、
山
陵
尽
く
矢
く
。
四
神

は

じ

【

M】

ロ
ロ
し
て
復
す
る
に
至
る
。
天
方
め
て
動
敦
し
、
之
れ
に
青

t
 

木
・
赤
木
・
黄
木
白
木
・
墨
木
の
精
を
昇
、
っ
。
炎
帝
乃
ち
祝

ひ

き

さ

だ

融
に
命
じ
て
、
四
神
を
以
い
て
降
り
、
コ
一
天
を
集
め
、
息
保
を

さ

氾

《

凶

》

か

た

hu

口
し
、
四
極
を
奨
め
し
む
。
日
く
、
「
九
天
の
則
大
い
に
矢

く
に
非
ず
ん
ば
、
則
ち
敢
え
て
天
霊
を
冒
す
こ
と
母
れ
」
と
。

す
み
や
か
《
凶
》

帝
俊
に
乃
ち
日
月
の
行
を
為
す
。
)

四
神
の
一
番
上
は
青
斡
と
言
い
、
二
番
目
は
朱
四
車
と
言
い
、
二
一

番
目
は
・
黄
難
と
言
い
、
四
番
目
は
口
暴
株
と
言
っ
た
。
千
百
年
の

時
が
経
過
し
て
か
ら
、
太
陽
と
月
が
誕
生
し
た
。
こ
の
時
、
九
州
は

平
ら
で
は
な
く
、
山
陵
は
み
な
傾
い
て
い
た
。
四
神
は
そ
こ
で
・

(
未
詳
)
・
、
天
体
は
運
行
を
開
始
し
た
の
で
、
帝
は
四
神
に
青
木
・

赤
木
・
黄
木
・
白
木
・
墨
木
の
精
を
与
え
た
。
炎
帝
は
そ
こ
で
祝
融

に
命
じ
て
、
四
神
を
率
い
て
地
上
に
降
ら
せ
、
三
天
を
定
め
さ
せ
、

四
極
を
建
て
て
天
を
支
え
さ
せ
た
。
炎
帝
は
言
っ
た
、
「
も
し
天
が

傾
く
よ
う
な
秩
序
の
混
乱
で
も
な
け
れ
ば
、
天
霊
を
煩
わ
せ
て
は
な

ら
な
い
」
と
。
炎
帝
は
、
す
み
や
か
に
太
陽
と
月
が
正
し
く
運
行
す
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る
よ
う
に
し
た
。

第
二
段
落
で
は
、
「
橿
戯
」
と
「
女
室
」
と
の
聞
に
生
ま
れ
た
「
四

神
」
の
名
前
が
示
さ
れ
る
。
次
に
、
「
四
神
」
が
四
季
を
作
っ
て
か
ら
、

千
百
年
の
時
が
経
過
し
て
、
太
陽
と
月
が
誕
生
し
た
と
号
=
胃
ノ
。
誕
生

し
た
ば
か
り
の
太
陽
と
月
は
、
秩
序
だ
っ
た
運
行
を
し
て
い
な
か
っ

す
み
ぞ
か

た
。
そ
の
た
め
第
二
段
落
の
末
尾
で
、
「
帝
俊
に
乃
ち
日
月
の
行
を

為
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
炎
帝
」
が
太
陽
と
月
を
正
し
く
遂
行
す

る
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
四
季
を
作
っ
た
と
い
う
「
四
神
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
青

斡
」
・
「
朱
四
皐
」
・
「
山
田
黄
難
」
・
「
口
墨
軟
」
と
言
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の

名
前
に
「
青
」
・
「
朱
」
「
黄
」
・
「
墨
」
と
い
う
色
を
表
す
文
字
が
含

ま
れ
て
い
る
。
ま
た
「
四
神
」
は
、
吊
書
の
四
隅
に
描
か
れ
て
い
る

樹
木
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
四

神
」
は
前
段
で
、
「
四
神
相
い
代
わ
り
、
乃
ち
歩
み
て
以
て
歳
を
為
す
、

是
惟
れ
四
時
な
り
」
と
、
四
季
を
循
環
さ
せ
司
っ
て
い
る
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
「
四
神
」
に
は
、
色
と
方
位
と
季
節
の
配
当

関
係
が
、
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
五
行
説

と
の
影
響
関
係
を
窺
わ
せ
る
。

さ
ら
に
第
二
段
落
で
は
、
太
陽
と
月
が
誕
生
し
て
も
、
大
地
は
平

ら
で
は
な
く
山
陵
は
み
な
傾
い
て
い
た
、
と
言
う
。
つ
づ
く
本
文
「
四

神
口
口
至
子
濯
に
は
欠
損
が
あ
り
、
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。
し
か

は
じ

し
、
後
文
で
「
天
方
め
て
動
敦
」
す
と
あ
り
、
天
体
の
運
行
が
閲

始
さ
れ
た
と
言
、
っ
。
し
て
み
る
と
、
本
文
「
四
神
口
口
至
子
選
は
、

「
四
神
」
が
何
か
を
し
て
、
あ
る
程
度
秩
序
を
回
復
さ
せ
た
こ
と
を

一
言
、
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
後
の
原
文
「
数
(
昇
)
之
青
木
赤
木

黄
木
白
木
墨
木
之
椅
(
精
)
」
に
つ
い
て
、
池
淳
氏
は
「
五
木
の
精

【

m】

を
与
え
る
と
解
し
て
お
く
」
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
「
四
神
」
が
、

あ
る
程
度
秩
序
を
回
復
さ
せ
た
後
、
「
帝
」
す
な
わ
ち
後
文
の
「
炎
帝
」

か
ら
五
木
の
精
を
授
か
っ
た
、
と
解
釈
す
る
。
つ
い
で
、
「
炎
帝
」

は
「
祝
融
」
に
命
じ
て
、
「
四
神
」
を
率
い
て
地
上
に
降
ら
せ
、
「
一
ニ

天
」
を
定
め
さ
せ
、
四
極
を
建
て
て
天
を
支
え
さ
せ
た
。
炎
帝
は
「
も

し
天
が
傾
く
よ
う
な
秩
序
の
混
乱
で
も
な
け
れ
ば
、
天
霊
を
煩
わ
せ

て
は
な
ら
な
い
」
と
言
っ
た
。

以
上
第
二
段
落
で
は
、
太
陽
と
月
が
誕
生
し
正
し
い
運
行
を
行
う

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
及
び
「
祝
融
」
・
「
四
神
」
に
よ
っ
て
世
界
に

安
定
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
、
が
述
べ
ら
れ
る
。

最
後
に
第
=
一
段
落
を
挙
げ
る
。

共
攻
(
工
)
口
〔
推
〕
歩
十
日
四
寺
(
時
)
、
口
〔
命
〕
口
〔
百
〕

神
、
相
(
則
)
閏
(
潤
)
四
口
〔
時
〕
、
母
恩
百
神
、
風
雨
間
骨

緯
(
震
途
)
、
関
(
飢
)
乍
(
作
)

0

乃
ん
(
逆
)
国
月
=
(
日
月
)
、

呂
迦
(
聴
)
相

[
7
]
口
思
(
息
)
。
又
(
有
)
宵
又
(
有
)
朝
、

又
(
有
)
童
又
(
有
)
タ
。
口
[

B

]

(

共
工
十
日
四
時
を
推

歩
し
、
百
神
に
命
じ
て
、
則
ち
四
時
に
淵
わ
し
む
る
も
、
百
神

を
思
う
こ
と
母
く
、
風
雨
震
違
し
、
乱
作
る
。
乃
ち
日
月
を



む
か逆

え
て
、
以
て
特
相
し
口
息
わ
し
む
。
宵
あ
り
朝
あ
り
、
昼
あ

り
夕
あ
り
。
)

共
工
は
十
日
と
四
時
を
観
測
し
て
暦
を
作
り
、
百
神
に
命
じ
て
風

雨
を
調
節
さ
せ
て
、
民
衆
を
恵
み
慈
し
ん
だ
が
、
百
神
が
し
っ
か
り

と
風
雨
の
時
候
を
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
気
づ
か
ず
、

混
乱
を
来
し
た
。
そ
こ
で
太
陽
と
月
を
交
替
で
出
さ
せ
る
よ
う
に
し

貯
た
。
こ
う
し
て
一
日
に
は
昼
夜
の
区
別
が
で
き
た
。

日
第
三
段
落
は
、
前
掲
の
両
段
落
に
比
べ
て
、
文
意
が
明
確
で
は
な

引
い
。
こ
こ
で
は
、
主
に
李
零
氏
の
誠
に
従
い
解
釈
し
た
。
ま
ず
「
共

航
工
十
日
四
時
を
捻
歩
し
」
と
言
う
。
「
共
工
」
に
つ
い
て
、
伝
世

佼
文
献
で
は
、
「
天
柱
」
を
折
っ
た
と
す
る
神
話
が
『
准
南
子
』
に
見

¢

sv 

川
え
る
。
し
か
し
、
「
共
工
」
と
「
十
日
」
神
話
と
の
関
連
を
示
唆
す

同
る
伝
世
文
献
は
、
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
。
ま
た
「
共
工
」
も
「
十

同
日
」
も
、
「
子
弾
庫
吊
書
」
の
中
で
言
及
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
部
分

品
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
共
工
」
と
「
十
日
」
と
が
如
何
な
る

川
関
係
な
の
か
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

賠
次
に
第
三
段
落
で
は
、
「
共
工
」
が
「
百
神
に
命
じ
て
則
ち
四
時

師
に
潤
わ
し
む
る
も
、
百
神
を
思
う
こ
と
母
く
、
風
雨
震
違
し
、
乱

肝
作
る
」
と
言
、
っ
。
こ
こ
で
「
共
工
」
は
、
「
百
神
」
に
命
じ
て
い
る

限
こ
と
か
ら
、
神
に
命
令
を
下
す
べ
き
「
天
霊
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
前
段
落
で
は
、
「
炎
帝
」
が
「
祝
融
」
と
「
四
神
」

に
命
令
を
下
し
て
い
る
か
ら
、
「
炎
帝
」
が
「
天
霊
」
の
役
割
を
担
っ

117 

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
三
段
落
で
は
「
共
工
」
が
「
百
神
」
に
命

令
を
下
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
天
霊
」
が
「
炎
帝
」
か
ら
「
共
工
」

に
選
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
天
霊
」
の
交
代
は
、
第
二
段
落

か
ら
第
三
段
落
に
至
る
ま
で
の
間
で
、
多
く
の
年
月
が
経
過
し
た
こ

と
を
示
唆
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
第
二
段
落
で
「
祝
融
」
や
「
四
神
」
が
担
っ
て
い
た
地
上

を
管
理
す
る
立
場
を
、
こ
ち
ら
の
第
三
段
落
で
は
「
百
神
」
が
担
っ

て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
「
百
神
」
に
よ
る
管
理
は
十
全
で
は
な
く
、

再
び
地
上
に
混
乱
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
「
共
工
」
は
、
「
日

む
か

月
を
逆
え
て
、
以
て
斡
相
し
口
息
わ
し
む
」
と
、
太
陽
と
月
を
交
替

で
出
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
日
に
昼
夜
の
区
別
が
で

き
、
現
在
の
よ
う
な
世
界
が
形
成
さ
れ
た
、
と
い
う
。

「
八
行
文
」
に
示
さ
れ
る
天
地
創
造
は
、
数
段
階
に
わ
た
る
過
程

を
経
て
行
わ
れ
て
い
た
。
第
一
段
落
で
は
、
「
電
戯
」
が
、
混
沌
と

し
た
世
界
か
ら
天
と
地
を
分
化
さ
せ
、
「
四
神
」
が
四
季
を
作
っ
て

い
た
。
第
二
段
落
で
は
、
日
月
が
発
生
し
て
か
ら
、
「
四
神
」
に
よ
っ

て
あ
る
程
度
世
界
の
秩
序
が
形
成
さ
れ
た
後
、
「
祝
融
」
と
「
四
神
」

き

だ

き

だ

と
が
「
三
天
を
奨
め
、
思
保
を
口
し
、
四
極
を
裳
」
め
、
世
界
に
安

定
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
「
炎
帝
」
が
太
陽
と
月
を
正
し
く
運
行
さ

せ
て
い
た
。
第
三
段
落
で
は
、
「
共
工
」
が
「
百
神
」
を
把
援
し
き

れ
な
い
ば
か
り
に
世
界
は
混
乱
す
る
が
、
太
陽
と
月
を
交
替
で
出
さ

せ
る
こ
と
で
秩
序
を
回
復
さ
せ
る
。
そ
の
結
果
、
昼
夜
が
で
き
、
現



B

在
の
よ
う
な
世
界
が
形
成
さ
れ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
「
八
行
文
」

ー
が
物
語
る
天
地
創
造
は
、
少
な
く
と
も
三
段
階
の
過
程
を
経
、
「
天
霊
」

が
「
痘
戯
」
か
ら
「
共
工
」
に
変
わ
る
ま
で
、
「
千
有
百
歳
」
以
上

の
年
月
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
が
、
第
二
段
落
で
「
炎
帝
乃
ち
祝
融
に

ひ

き

さ

だ

命
じ
て
、
四
神
を
以
い
て
降
り
、
三
天
を
奨
め
、
思
保
を
口
し
、
四

き

だ

か

た

hu

極
を
奨
め
し
む
。
日
く
、
『
九
天
の
則
大
い
に
矢
く
に
非
ず
ん
ば
、

別
ち
敢
え
て
天
霊
を
冒
す
こ
と
母
れ
』
と
」
と
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
祝
融
」
と
「
四
神
」
に
よ
っ
て
世
界
に
安
定
が
も
た

ら
さ
れ
た
後
、
「
炎
帝
」
は
「
も
し
天
が
傾
く
よ
う
な
秩
序
の
混
乱

で
も
な
け
れ
ば
、
天
霊
を
煩
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
う
の
で
あ

る
。
「
炎
帝
」
の
こ
の
言
葉
は
、
地
上
に
降
っ
た
「
祝
融
」
と
「
四
神
」

に
向
け
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
天
霊
」
は
、
こ

れ
以
降
、
地
上
に
対
し
て
直
接
介
入
す
る
こ
と
は
な
い
と
表
明
し
、

地
上
に
降
っ
た
「
祝
融
」
と
「
四
神
」
に
地
上
の
管
理
を
委
任
し
た
、

と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

要
す
る
に
「
八
行
文
」
で
は
、
「
炎
帝
」
の
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、

天
と
地
上
の
人
々
は
分
離
さ
れ
、
直
接
交
渉
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
た
、
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
章

「
十
三
行
文
」
に
つ
い
て

本
章
で
は
、
「
子
弾
庫
吊
書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
「
十
三
行
文
」

を
見
て
い
く
。
「
十
三
行
文
」
の
主
な
内
容
は
、
天
体
の
異
常
が
原

因
で
起
こ
る
「
妖
」
と
い
う
現
象
と
、
そ
の
時
地
上
に
も
た
ら
さ
れ

る
「
字
」
や
「
徳
匿
」
と
呼
ば
れ
る
災
害
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
十
三
行
文
」
も
、
分
段
記
号
で
あ
る
「
己
で
、
三
つ
の
段
落
に

分
け
ら
れ
て
い
る
。
今
こ
の
分
段
に
従
い
、
三
段
落
に
分
け
て
挙
げ

る
。
な
お
、
(
)
に
原
文
に
相
当
す
る
現
行
字
を
挙
げ
、
口
で
欠

損
を
表
し
、
〔
〕
に
内
容
か
ら
推
測
さ
れ
る
字
を
挙
げ
、
[
]
は

以
上
の
文
が
原
文
の
第
何
行
日
で
あ
る
か
を
示
す
。
=
は
重
文
・
合

文
記
号
で
あ
る
。

住
(
惟
)
口
口
口
、
月
馴
(
則
)
提
(
鼠
)
細
(
縮
)
、
不
民
主
得
)

一π
(其
)
業
(
嘗
)
、
音
(
春
)
顕
(
夏
)
脈
(
秋
)
各
(
冬
)
、

口
又
(
有
)
口
尚
(
常
)
。
男
=
(
日
月
)
星
民
日
(
辰
)
、
関
(
乱
)

遊
(
失
)
一

π
(其
)
行
、
組
(
蹴
)
制
(
縮
)
遊
(
失
)
口
、

中
川
(
草
)
木
亡
[
l
]
尚
(
常
)
。
口
〔
是
〕
口
〔
謂
〕
笑
(
妖
)
。

天
陛
(
地
)
乍
(
作
)
羨
(
祥
)
、
天
梧
(
椅
)
凋
(
将
)
乍
(
作
)

泌
(
湯
)
、
降
子
一
汀
(
其
)
方
、
山
陵
一
汀
(
其
)
鐙
(
庭
)
、
又
(
有
)

刷
(
淵
)
阜
(
原
)
氾
(
担
)
。
是
胃
(
謂
)
字
=
(
字
。
字
)

成
(
歳
)
口
月
、
内
(
入
)
月

[
2
]
七
日
=
(
七
日
)
口
口
、

又
(
有
)
雰
(
霧
)
雲
(
霜
)
雨
土
、
不
塁
(
得
)
一
打
(
其
)



嬰
(
参
)
職
。
天
雨
喜
(
語
)
=
(
諸
諸
)
。
是
遊
(
失
)
月
、

閏
之
勿
行
。
一
月
三
月
三
月
、
是
胃
(
謂
)
遊
(
失
)
終
、
亡

[
3
]
奉
口
、
口
元
(
其
)
邦
。
四
月
五
月
、
是
胃
(
謂
)
閥
(
乱
)

絹
(
紀
)
、
亡
床
口
口
。
口
〔
其
〕
放
(
歳
)
、
西
猷
(
園
)
又

(
有
)
害
。
女
(
如
)
買
=
(
日
月
)
既
捌
(
乱
)
、
乃
又
(
有
)

鼠
口
。
東
披
(
園
)
又
(
有
)

[

4

]

害
、
口
口
〔
天
下
〕
乃
兵
、

研
脅
(
害
)
子
一

π
(其
)
王
。
口
(
惟
れ
口
口
口
、
月
則
ち
蔵
蹄

ー
し
て
、
其
の
当
を
得
ず
、
春
夏
秋
冬
、
常
を
口
す
る
有
り
。
日

ぺ

み

だ

し

う

し

な

叶
月
星
辰
、
其
の
行
を
乱
失
ぃ
、
競
縮
し
て
口
を
失
い
、
草
木

き

し

5

此
常
を
亡
、
っ
。
是
れ
を
妖
と
謂
う
。
天
地
祥
を
作
し
、
天
橋
将

生

日

《

お

V

伎
に
湯
を
作
さ
ん
と
し
、
其
の
方
に
降
り
、
山
陵
其
れ
廃
れ
、
淵

正

み

だ

ー
は
欧
れ
旧
る
る
有
り
。
是
れ
を
字
と
調
、
っ
。
字
の
歳
口
月
、
入

掛
川

Amv

ゎ
月
七
日
口
口
、
霧
・
霜
・
土
の
雨
ふ
る
こ
と
有
り
て
、
其
の

広
W

《釘》

札
参
職
を
得
ず
。
天
雨
ふ
る
こ
と
穏
語
た
り
。
是
れ
失
月
に
は
、

-

つ

ま

も

《

銘

》

貯
之
れ
を
関
り
て
行
う
こ
と
勿
か
れ
。
一
月
二
月
一
一
一
月
は
、
是
れ

ハ
を
失
終
と
謂
い
、
亡
奉
口
、
其
の
邦
に
口
す
o

四
月
五
月
は
、

輯
是
れ
を
乱
紀
と
謂
ぃ
、
亡
原
口
口
。
其
の
歳
、
西
国
に
寄
有
り
。

脚
如
し
日
月
既
に
乱
る
れ
ば
、
乃
ち
窓
口
有
ら
ん
。
東
国
に
苔
有

坪
り
。
天
下
乃
ち
兵
あ
り
、
其
れ
王
を
害
さ
ん
。
)

t
 

日
清
月
が
進
ん
だ
り
退
い
た
り
し
て
そ
の
正
し
い
運
行
を
行
わ
な
い

9

と
、
春
夏
秋
冬
の
四
季
は
不
順
で
あ
る
。
日
月
星
辰
は
、
そ
の
運
行

ー
を
乱
し
進
ん
だ
り
退
い
た
り
し
て
、
草
木
は
普
通
に
育
た
な
い
。
こ

の
よ
う
な
異
常
な
現
象
を
妖
と
言
、
っ
。
天
地
に
あ
ら
か
じ
め
兆
し
が

あ
る
と
、
天
棺
は
湯
と
い
う
災
い
を
起
こ
そ
う
と
し
、
暴
雨
を
四
方

に
降
す
。
そ
う
す
る
と
山
陵
は
崩
れ
、
川
や
湖
は
溢
れ
大
水
が
起
こ

る
。
こ
の
よ
う
な
災
害
を
字
と
い
う
。
字
の
起
こ
る
歳
の
口
月
七
日

は
霧
や
霜
、
さ
ら
に
は
天
か
ら
土
が
降
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
り
、
順

調
な
天
地
の
化
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
天
は
大
雨
を
降
ら

せ
、
そ
の
様
子
は
嘆
か
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
失
月
に
は
、

不
吉
な
の
で
、
何
事
も
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
一
月
二
月
三
月
は
、

失
終
と
一
言
う
。
四
月
五
月
は
、
乱
紀
と
言
、
っ
。
そ
の
歳
に
は
、
西
国

で
は
災
害
が
あ
る
。
そ
の
時
に
、
も
し
日
月
の
運
行
が
乱
れ
れ
ば
、

鼠
口
が
あ
る
。
東
国
で
も
災
い
が
あ
る
。
天
下
に
兵
乱
が
起
こ
り
、

そ
の
禍
は
玉
に
も
及
ぶ
だ
ろ
う
。

第
一
段
落
で
は
、
天
体
の
乱
調
に
よ
っ
て
発
生
す
る
異
常
事
態
を

「
妖
」
と
言
う
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
妖
」
で
は
、
「
天
橋
」
と
い

う
替
星
が
降
り
、
山
々
は
崩
れ
、
湖
沼
も
氾
濫
す
る
。
こ
の
よ
う
な

「
天
橋
」
の
引
き
起
こ
す
災
害
を
「
字
」
と
言
う
。
「
字
」
の
起
き
た

年
に
は
、
霧
・
霜
・
大
雨
な
ど
の
災
害
が
起
こ
る
の
で
「
失
月
」
に

は
訟
居
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
失
月
」
は
、
で
二
・
=
一
月
に
は
「
失

終
」
、
四
・
五
月
に
は
「
乱
紀
」
と
言
、
っ
。
さ
ら
に
、
「
字
」
の
あ
っ

た
年
に
太
陽
と
月
の
運
行
が
乱
れ
れ
ば
、
さ
ら
な
る
憂
い
が
あ
り
、

最
終
的
に
は
兵
乱
ま
で
が
起
こ
り
、
主
に
ま
で
危
害
が
及
ぶ
だ
ろ
う
、

と
い
、
つ
の
で
み
の
る
。
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次
に
、
第
二
段
落
を
挙
げ
る
。

凡
故
(
歳
)
恵
(
徳
)
匿
、
女
(
如
)
口
口
口
、
邦
所
五
実
(
妖
)

之
行
、
持
(
草
)
木
民
人
、
日
口
四
浅
(
践
)
之

[
5
]
尚
(
常
)
。

口
口
上
突
(
妖
)
、
三
寺
(
時
)
是
行
。
佳
(
惟
)
恵
(
徳
)

匿
之
裁
(
歳
)
、
三
寺
(
時
)
既
口
〔
飢
〕
、
勝
(
繋
)
之
目
(
以
)

肺
(
需
)
降
。
是
月
日
(
以
)
智
(
数
)
暦
(
擬
)
、
第
之
正
、

佳
(
惟
)
十
又
(
有
)

[

6

]

二
口
〔
月
〕
。
佳
(
惟
)
字
口
(
徳
〕

匿
、
出
自
賛
刷
(
淵
)
、
土
身
亡
膜
(
須
)
、
出
内
(
入
)
口
問
、

乍
(
作
)
一

π
(其
)
下
凶
、
閏
月
盟
(
日
月
)
皆
蹴
(
乱
)
、
星
庄
日

(
辰
)
不
同
(
畑
)
。
胃
E

(

日
月
)
既
閲
(
乱
)
、
成
(
歳
)
季

[
7
]
乃
口
、
寺
(
時
)
雨
進
退
、
亡
又
(
有
)
尚
(
常
)
亙
(
恒
三

恭
民
未
智
(
知
)
眉
(
擬
)
目
(
以
)
篤
馴
(
則
)
。
母
章
(
動
)

華
民
、
日
(
以
)
口
=
一
亙
(
恒
)
、
挫
(
駿
)
四
興
鼠
(
鼠
)
、

自
(
以
)
口
〔
乱
〕
天
尚
(
常
)
。

[
8
]
撃
神
五
正
四
口
、
発

(
鱗
)
羊
(
祥
)
、
霊
(
建
)
五
(
恒
)
樹
(
属
)
民
。
五
正
乃
明
、

口
〔
筆
〕
神
是
菖
(
享
)
。
是
胃
(
詞
)
恵
(
徳
)
匿
、
撃
神

乃
恵
(
徳
)
。
帝
目
、
制
帥
(
材
陣
)
、
口
〔
敬
〕
之
哉
。

[
9
]
母

弗
或
敬
。
佳
(
惟
)
天
乍
(
作
)
宿
、
神
棚
(
則
)
各
(
格
)
之
。

佳
(
惟
)
天
乍
(
作
)
突
(
妖
)
、
神
馴
(
則
)
恵
之
。
口
敬

佐
(
惟
)
備
、
天
像
(
象
)
是
慰
(
側
)
、
成
住
(
惟
)
天
口
、

下
民

[m]
之
総
(
式
)
。
敬
之
母
文
(
式
)
。
口
(
凡
そ
歳
に

徳
匿
あ
ら
ば
、
如
口
口
口
、
邦
に
五
妖
の
行
あ
る
所
、
草
木
民

人
、
以
て
四
践
の
常
を
口
す
。
口
口
上
妖
、
三
時
に
是
れ
行
わ

る
。
惟
れ
徳
匿
の
歳
、
三
時
既
に
乱
れ
、
之
れ
に
繋
ぎ
て
以
て

は
か

需
降
る
。
是
れ
月
は
数
を
以
て
擬
り
、
之
れ
が
正
し
き
を
為
す

《泊》

こ
と
、
惟
れ
十
有
二
月
な
り
。
惟
れ
字
・
徳
匿
は
、
黄
淵
自
り

出
で
、
土
身
亡
須
に
し
て
、
出
入
す
る
に
口
同
し
、
其
れ
下
に

ひ
か

凶
を
作
し
、
日
月
皆
な
乱
れ
、
星
辰
畑
ら
ず
。
日
月
既
に
し
て

乱
る
れ
ば
、
歳
季
は
乃
ち
口
し
、
時
雨
進
退
し
、
常
恒
有
る

亡
し
。
恭
民
未
だ
擬
り
て
以
て
則
と
為
す
を
知
ら
ず
。
群
民
を

動
か
し
、
以
て
三
恒
を
口
し
、
四
興
の
設
を
廃
し
、
以
て
口
天

常
を
乱
す
母
か
時
。
群
神
・
五
日
・
四
口
は
、
祥
を
明
い
向
、
恒

あ
つ

を
建
て
民
を
属
む
。
五
正
乃
ち
明
ら
か
な
れ
ば
、
群
神
は
是
れ

享
す
。
是
れ
徳
医
す
る
も
、
群
神
乃
ち
徳
す
と
謂
活
。
帝
日
く
、

あ

あ

っ

つ

ゐ

「
鋭
、
之
れ
を
敬
し
ま
ん
か
な
。
敬
し
む
こ
と
或
ら
ざ
る
母
か
れ
。

い
た

惟
れ
天
は
福
を
作
し
、
神
は
則
ち
之
れ
を
格
す
。
惟
れ
天
は
妖

を
作
し
、
神
は
則
ち
之
れ
を
恵
す
。
口
敬
し
み
て
惟
れ
備
え
よ
、

い

た

の

っ

と

《

お

》

天
象
は
是
れ
側
め
、
成
す
は
惟
れ
天
口
、
下
民
は
之
れ
式
れ
。

た
が

敬
し
み
て
成
、
つ
こ
と
母
か
れ
」
と
。
)

凡
そ
徳
匿
の
あ
る
歳
に
は
、
国
に
五
種
の
妖
変
が
現
れ
、
草
木
や

人
々
は
四
時
の
常
態
を
乱
す
。
上
妖
が
、
春
・
夏
・
秋
の
季
節
に
発

生
す
る
。
徳
匿
の
あ
る
歳
に
は
、
春
夏
秋
の
季
節
は
不
順
で
、

更
に
時
な
ら
ぬ
大
雨
に
見
舞
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
月
の
運
行
を
正
し

く
観
測
す
れ
ば
、
十
二
ヶ
月
で
あ
る
。
字
と
徳
匿
の
神
は
、
黄
泉
か



ら
出
現
し
、
土
身
亡
須
と
い
う
容
姿
で
、
連
れ
だ
っ
て
出
現
し
た
り

消
え
た
り
し
、
下
界
に
禍
を
降
す
。
太
陽
と
月
の
運
行
は
乱
れ
、
星
々

は
輝
き
を
失
う
。
太
陽
と
月
の
運
行
が
乱
れ
る
と
、
歳
末
も
合
わ
ず

暦
が
乱
れ
、
降
雨
も
時
節
に
合
っ
た
り
合
わ
な
か
っ
た
り
し
、
通
常

通
り
に
は
行
か
な
い
。
恭
順
な
民
は
観
測
し
て
正
し
い
暦
を
作
る
こ

と
を
知
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
民
を
動
か
し
て
、
(
日
月
星
辰
の
)

伊
三
恒
の
運
行
を
乱
し
、
四
時
を
損
な
い
、
天
常
を
乱
し
て
は
な
ら
な

て
い
。
群
神
・
五
正
・
四
口
は
、
幸
い
を
民
に
恵
み
、
天
の
恒
常
を
建

引
立
し
て
民
を
管
轄
す
る
。
五
正
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
群
神
は
正
し

に
い
祭
杷
を
享
け
る
。
こ
れ
を
天
が
徳
匿
す
る
も
、
群
神
が
恵
を
も
た

命世時
ら
す
と
言
、
っ
。
帝
は
一
言
う
、
「
あ
あ
、
こ
れ
ら
天
や
神
を
敬
い
な
さ
い
。

リ
少
し
も
敬
わ
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
天
が
福

同
を
施
す
な
ら
ば
、
神
が
民
に
福
を
も
た
ら
す
。
妖
兆
を
降
す
の
は
天

川
で
あ
る
が
、
神
が
人
に
恵
む
の
で
あ
る
。
天
を
慎
み
敬
っ
て
備
え
、

己

い

た

貯
天
象
を
側
め
、
成
す
の
は
天
口
で
あ
り
、
下
民
は
こ
れ
に
法
れ
。
こ

μ
れ
を
敬
っ
て
違
反
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
。

開
第
二
段
落
で
は
、
前
半
部
分
で
、
「
徳
匿
」
と
い
う
現
象
に
つ
い

師
て
述
べ
る
。
こ
の
「
徳
匿
」
は
、
そ
れ
が
起
こ
っ
た
年
に
は
天
候
不

好
順
や
大
雨
な
ど
の
災
害
に
見
舞
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
徳

限
度
」
も
「
字
」
も
、
「
黄
淵
」
か
ら
出
現
し
、
下
界
に
禍
を
降
す
と

訂
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
徳
医
」
も
「
字
」
も
同
質
の
も

l

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
第
三
段
落
を
挙
げ
る
。

民
勿
用
口
、
口
百
神
、
山
川
清
室
内
)
浴
(
谷
)
、
不
欽
口
行
。

民
問
不
指
(
荘
)
、
帝
姻
(
柏
村
)
誠
(
綴
)
目
(
以
)
慨
(
乱
)

口
之
行
。
[
日
]
民
劇
(
則
)
又
(
有
)
穀
、
亡
又
(
有
)
相

蚕
(
擾
)
、
不
見
陵
口
。
是
馴
(
則
)
鼠
(
銭
)
至
、
民
人
弗

智
(
知
)
、
成
(
歳
)
馴
(
則
)
盤
獄
。
祭
口
馴
(
則
)
返
、

民
少
又
(
有
)
口
。
土
事
[
ロ
]
勿
従
、
凶
。
口
[
日
]
(
民
は

口
を
用
う
る
勿
か
れ
、
百
神
に
口
せ
ば
、
山
川
寓
谷
は
、
口
行

も
ち

を
欽
ま
ず
。
民
の
紀
荘
な
ら
ざ
れ
ば
、
帝
将
に
鱗
い
る
に
乱

口
の
行
を
以
て
せ
ん
と
す
。
民
に
別
ち
穀
有
ら
ば
、
相
援
有
る

も

亡
く
、
陵
口
を
見
ず
。
是
れ
則
し
鼠
至
り
、
民
人
知
ら
事
さ
ら
ば
、

か

歳
に
則
ち
続
盤
し
。
祭
口
則
ち
返
り
、
民
に
口
有
る
こ
と
少
か

ば
、
土
事
は
従
う
こ
と
勿
か
れ
、
凶
な
り
。
)

民
は
口
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。
百
神
に
口
す
る
と
、
山
川
高
谷

の
神
々
は
口
行
を
慎
ま
な
い
だ
ろ
う
。
民
の
祭
砲
が
盛
ん
で
な
け
れ

ば
、
帝
は
天
体
の
運
行
を
乱
し
て
民
を
罰
そ
う
と
す
る
。
民
に
善
が

あ
れ
ば
、
混
乱
も
起
き
ず
、
天
象
に
異
変
も
な
い
。
も
し
憂
い
事
が

起
こ
り
、
そ
れ
で
も
民
が
理
解
し
な
け
れ
ば
、
(
以
下
不
明
)
そ
の

よ
う
な
時
に
は
土
木
工
事
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
、
凶
で
あ
る
。
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第
三
章

「
囲
神
」
・
「
百
神
」
・
「
群
神
」

の
性
格
に
つ
い
て

前
章
ま
で
、
「
子
弾
庫
吊
書
」
の
「
八
行
文
」
と
「
十
三
行
文
」

の
内
容
を
見
て
き
た
。
本
章
で
は
、
「
八
行
文
」
に
登
場
し
た
「
四
神
」

と
「
百
神
」
、
及
び
「
十
三
行
文
」
に
登
場
し
た
「
群
神
」
に
つ
い
て
、

そ
の
媒
介
者
と
し
て
の
性
格
宇
検
討
し
て
い
く
。

ま
ず
、
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
四
神
」
と
「
祝
融
」
は
と

も
に
、
「
炎
帝
」
か
ら
地
上
の
管
理
を
委
任
さ
れ
て
い
た
。
「
四
神
」

は
「
震
戯
」
の
子
で
あ
り
、
本
来
は
天
上
に
存
す
る
神
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
「
八
行
文
」
で
は
、
こ
の
天
上
の
神
が
、
地
上
に
降
る

こ
と
で
地
祇
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
炎
帝
」
が
地

上
に
直
接
介
入
し
な
い
と
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
上
と
地
上

は
分
離
さ
れ
た
。
こ
れ
以
降
、
地
上
の
人
々
は
、
「
祝
融
」
や
「
四
神
」

を
介
し
て
し
か
、
天
と
の
交
流
を
持
で
な
く
な
っ
た
と
認
識
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
地
上
の
管
理
を
担
っ
た
の
は
、
「
祝
融
」
や
「
四
神
」
ば

か
り
で
は
な
か
っ
た
。
「
八
行
文
」
第
三
段
落
で
は
「
共
工
は
十
日

と
四
時
を
観
測
し
て
暦
を
作
り
、
百
神
に
命
じ
て
風
雨
を
調
節
さ
せ

て
、
民
衆
を
恵
み
慈
し
ん
だ
が
、
百
神
が
し
っ
か
り
と
風
雨
の
時
候

を
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
混
乱
を
来
し
た
」

と
あ
っ
た
よ
う
に
、
十
全
で
は
な
い
と
は
い
え
、
「
百
神
」
が
こ
の

任
を
担
っ
て
い
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
た
。
加
え
て
、
「
百
神
」
は

「
十
三
行
文
」
に
も
登
場
し
て
い
た
。
「
十
三
行
文
」
第
三
段
落
に
「
民

は
口
を
用
う
る
勿
か
れ
、
百
神
に
口
せ
ば
、
山
川
高
谷
は
、
口
行
を

欽
ま
ず
」
と
あ
っ
た
。
欠
損
が
あ
る
た
め
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
民

が
「
百
神
」
に
何
か
を
す
る
こ
と
で
働
き
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
を
、
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
も
「
百
神
」
は
、
民
が

働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
と
さ
れ
て
い
る
。
「
百
神
」
も
「
八

行
文
」
第
一
段
落
の
「
祝
融
」
や
「
四
神
」
と
同
様
、
や
は
り
「
帝
」

と
地
上
の
人
々
と
を
媒
介
す
る
者
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

次
に
、
「
十
三
行
文
」
に
見
ら
れ
た
「
群
神
」
・
「
五
正
」
と
い
う
神
々

に
つ
い
て
検
討
す
る
。
「
十
三
行
文
」
第
二
段
落
で
は
、
「
群
神
・
五

め
ぐ

正
・
四
口
は
、
祥
を
鏡
み
」
と
あ
り
、
「
群
神
」
や
「
五
正
」
が
人
々

に
幸
い
を
恵
む
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
「
帝
」
の
言
葉
と
し
て
、
「
惟

い
た

れ
天
は
福
を
作
し
、
神
は
則
ち
之
れ
を
格
す
。
惟
れ
天
は
妖
を
作
す

も
、
神
は
則
ち
之
れ
を
古
川
す
」
と
言
、
っ
。
す
な
わ
ち
、
「
天
」
が
「
福
」

を
降
す
場
合
に
、
神
が
こ
の
福
を
地
上
に
も
た
ら
し
、
天
が
「
妖
」

を
降
す
場
合
に
、
「
神
」
が
地
上
の
人
々
に
恵
み
を
も
た
ら
す
、
と

言
う
の
で
あ
る
。
「
帝
」
が
直
接
福
や
災
い
を
地
上
に
降
す
の
で
は

な
く
、
い
ず
れ
の
場
合
も
「
神
」
が
、
「
帝
」
と
地
上
の
聞
に
介
在

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
上
帝
の
下
位
に
位
置
し
禍
福
を

A
m却
》

降
す
「
神
」
の
姿
は
、
伝
世
文
献
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
「
帝
」
が
「
天
は
妖
を
作
す
」
と
言
う
。
「
妖
」
と
は
、
「
十
三



行
文
」
第
一
段
落
冒
頭
で
「
月
が
進
ん
だ
り
退
い
た
り
し
て
そ
の
正

し
い
運
行
を
行
わ
な
い
と
、
春
夏
秋
冬
の
四
季
は
不
順
で
あ
る
。
日

月
星
辰
は
、
そ
の
運
行
を
乱
し
進
ん
だ
り
退
い
た
り
し
て
、
草
木
は

普
通
に
育
た
な
い
。
こ
の
よ
う
な
異
常
な
現
象
を
妖
と
言
う
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
天
体
の
異
常
に
よ
っ
て
発
生
す
る
現
象
で

あ
る
。
「
妖
」
の
時
に
は
「
字
」
や
「
徳
匿
」
の
よ
う
な
災
厄
が
降

閉
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
「
十
三
行
文
」
で
は
「
字
」
や
「
徳
匿
」
の
様

引
子
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
「
帝
」
の
一
言
葉
で
あ
る
「
惟

部
れ
天
は
妖
を
作
す
も
、
神
は
則
ち
之
れ
を
恵
す
」
と
は
、
天
で
あ
る

民
「
帝
」
が
、
「
妖
」
に
起
因
す
る
「
字
」
や
「
徳
匿
」
な
ど
の
災
厄
を

役
降
す
と
し
て
も
、
「
神
」
は
地
上
の
人
々
に
幸
い
を
恵
も
う
と
す
る
、

j

と
解
釈
で
き
る
。
該
文
の
直
前
に
あ
る
「
五
正
乃
ち
明
ら
か
な
れ
ば
、

附
群
神
は
是
れ
享
す
。
是
れ
徳
匿
す
る
も
、
群
神
乃
ち
徳
す
と
調
、
つ
」

M

と
い
う
文
章
も
、
「
五
正
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
群
神
は
正
し
い
祭

品
事
乞
享
け
る
。
こ
れ
を
天
が
徳
医
す
る
も
、
群
一
神
が
恵
を
も
た
ら
す

川
と
言
う
」
と
解
釈
し
得
ょ
う
。

輔
と
は
い
え
、
こ
の
部
分
及
び
前
述
の
「
惟
れ
天
は
妖
を
作
す
も
、

蜘
神
は
則
ち
之
れ
を
恵
す
」
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
も
解
釈
が
分

円
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
箇
所
は
や
や
詳
し
く
検
討
す
る
必

t
 

市
清
要
が
あ
る
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ま
ず
当
該
部
分
の
原
文
を
再
掲
す
る
。
な
お
、
分
か
り
易
く
す
る

2
 

ー
た
め
、
現
行
字
に
改
め
、
推
測
さ
れ
る
文
字
を
補
い
、
行
数
番
号
を

省
略
す
る
。

五
正
乃
明
、
軍
神
是
享
。
是
謂
徳
匿
、
霊
平
神
乃
徳
。
帝
目
、
録
、

敬
之
哉
。
母
弗
或
敬
。
惟
天
作
福
、
神
則
格
之
。
惟
天
作
妖
、

神
則
恵
之
。

原
文
「
是
謂
徳
匿
、
軍
神
乃
徳
」
に
つ
い
て
、
池
淳
氏
は
「
是
れ

徳
の
匿
れ
る
も
、
群
神
乃
ち
徳
す
と
謂
う
。
」
と
訓
読
し
、
「
天
が
徳

匿
の
災
異
を
も
た
ら
し
て
も
、
神
が
人
に
徳
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て

《

凋

》

災
禍
を
避
け
ら
れ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」
と
す
る
。

一
方
、
森
和
氏
は
、
「
是
を
徳
と
謂
う
。
匿
る
れ
ば
、
群
神
乃
ち

徳
す
。
」
と
訓
読
す
る
。
「
徳
匠
」
を
「
徳
」
と
「
匠
」
に
分
け
、
神
々

が
各
々
務
め
を
全
う
す
る
状
況
を
「
徳
」
と
言
い
、
そ
れ
と
は
正
反

対
の
「
五
正
」
の
行
為
が
か
く
れ
た
状
況
を
「
匿
」
と
一
吉
う
と

《
伺
M

す
る
。
「
群
神
乃
ち
徳
す
」
の
「
徳
」
に
つ
い
て
は
、
森
氏
は
次
の

よ
う
に
記
す
。

十
三
行
文
で
は
神
が
民
に
禍
福
を
粛
す
こ
と
を
「
銭
(
め
ぐ

む
)
」
・
「
格
(
い
た
す
)
」
「
恵
(
め
ぐ
む
こ
と
い
っ
た
語
で

表
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
均
し
く
「
粛
す
」
の
意
味
で
あ

り
、
そ
こ
に
は
禍
あ
る
い
は
福
と
い
う
粛
す
も
の
の
性
質
の
違

い
に
よ
る
区
別
は
認
め
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
「
窒
神
乃
恵
(
徳
)
」

の
「
徳
(
め
ぐ
む
)
」
も
「
妖
」
と
い
う
負
の
性
格
を
帯
ぴ
た

も
の
に
用
い
ら
れ
る
「
恵
」
と
同
様
に
解
せ
よ
う
。

森
氏
は
、
「
是
謂
徳
匿
軍
神
乃
徳
」
の
末
字
の
「
徳
」
を
、
「
負
の
性



』
格
を
帯
、
ひ
た
も
の
」
を
め
ぐ
む
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
「
群
神
」
が
「
匿
」

工
の
災
禍
を
民
に
も
た
ら
す
こ
と
と
解
釈
す
る
。
そ
の
う
え
で
氏
は
、

後
文
の
「
惟
天
作
妖
、
神
則
恵
之
」
も
、
「
惟
れ
天
は
妖
を
作
し
、

神
は
則
ち
之
を
恵
す
」
と
訓
読
し
、
「
あ
ら
ゆ
る
禍
と
福
が
と
も
ど

も
天
(
帝
)
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
神
々
に
よ
っ
て
民
に
粛
さ
れ

【
位
】

る
」
と
解
す
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
抽
出
様
氏
は
、
原
文
「
惟
天
作
妖
、
神
則
恵
之
」
を
、

「
妖
を
降
す
の
は
天
で
あ
る
が
、
神
が
(
人
に
)
恵
む
の
で
あ
碍
」

と
解
釈
す
る
。
ま
た
氏
は
、
「
禍
福
を
為
す
の
は
天
で
あ
り
、
そ
れ

を
も
た
ら
す
の
は
神
で
あ
る
、
従
っ
て
人
聞
は
天
を
畏
怖
し
て
従
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
言
う
。
」
と
し
、
こ
こ
に
表
明
さ
れ
て

い
る
の
は
「
天
の
降
す
災
い
に
対
し
て
、
人
が
神
に
恭
敬
に
す
る
こ

と
(
具
体
的
に
は
祭
犯
を
言
う
ら
し
い
)
に
よ
っ
て
神
の
佑
助
介

入
を
期
待
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
天
と
人
の
聞
に
立
つ
神

《

“

》

の
重
要
性
で
あ
る
と
雪
早
え
よ
う
」
と
す
る
。

そ
れ
で
は
、
抽
津
氏
・
森
氏
以
外
の
先
行
研
究
は
、
こ
の
部
分
を

ど
う
解
釈
し
て
い
る
の
か
。
ま
ず
、
高
明
氏
は
、
『
爾
雅
』
稼
言
「
恵

は
、
順
な
り
(
裏
、
順
也
こ
を
引
き
、
「
天
が
民
に
福
を
与
え
る
時

に
は
、
群
神
は
天
命
を
謹
ん
で
、
ま
た
民
に
福
を
与
え
る
。
天
が
禍

を
民
に
降
す
時
に
は
、
群
神
も
ま
た
天
命
に
従
っ
て
、
民
に
災
い
を

《

6
v

与
え
る
」
と
解
釈
す
る
。
ま
た
李
零
氏
は
、
「
福
と
妖
は
対
文
で
あ
り
、

格
と
恵
も
対
文
で
あ
る
。
福
で
あ
れ
禍
で
あ
れ
、
み
な
上
天
が
与
え

る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
の
福
と
妖
は
取
り
も

直
さ
ず
上
文
の
徳
匿
の
こ
と
で
あ
る
。
」
と
す
る
。

以
上
の
先
行
研
究
を
ま
と
め
る
と
、
問
題
は
、
「
徳
」
と
「
恵
」

の
読
み
方
で
あ
り
、
「
群
神
」
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、

と
い
う
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
。
森
氏
・
高
明
氏
・
李
零
氏
は
み
な
、

天
が
災
禍
を
降
す
際
に
は
、
「
群
神
」
も
天
の
意
志
に
従
い
地
上
に

災
禍
を
も
た
ら
す
、
と
解
釈
す
る
。
し
か
し
、
池
淳
氏
は
、
天
が
災

禍
を
降
す
時
に
も
、
「
群
神
」
は
地
上
に
恵
み
を
降
そ
う
と
す
る
、

と
解
釈
す
る
。

本
稿
で
は
、
池
津
氏
の
説
が
よ
り
妥
当
と
考
え
る
。
理
由
は
二
つ

あ
り
、
一
つ
は
字
句
の
面
か
ら
見
た
も
の
、
も
う
一
つ
は
内
容
す
な

わ
ち
「
群
神
」
の
性
格
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
字
句
の
面
か
ら
見
た
理
由
と
し
て
、
森
氏
の
よ
う
に
「
是
を

徳
と
謂
う
。
匿
る
れ
ば
、
群
神
乃
ち
徳
す
。
」
と
訓
読
し
た
場
合
、

原
文
は
「
是
謂
徳
。
匿
、
軍
神
乃
徳
」
の
よ
う
に
句
読
点
を
施
す
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
再
掲
し
た
原
文
を
見
る
と
、
四
字
句
で
区
切

れ
て
お
り
、
前
節
に
挙
げ
た
「
十
三
行
文
」
全
体
も
、
概
ね
四
字
句

で
ひ
と
ま
と
ま
り
を
な
す
リ
ズ
ム
を
刻
ん
で
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
の

部
分
の
み
三
字
・
ニ
千
・
四
字
の
リ
ズ
ム
で
読
む
の
は
、
不
適
当
で

あ
る
と
恩
わ
れ
る
。

次
に
内
容
か
ら
見
た
理
由
で
あ
る
が
、
「
群
神
」
が
天
の
意
志
に

忠
実
に
従
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
地
上
の
人
々
は
何
を
し



ょ
う
と
も
災
禍
を
逃
れ
ら
れ
ず
、
「
群
神
」
を
祭
杷
し
て
も
無
駄
で

あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
地
上
の
人
々
が
、
祭
把
を

捧
げ
る
こ
と
で
神
々
に
働
き
か
け
よ
う
と
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
毛
詩
』
雲
漢
が
典
型
的
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
、
天
の
降
す
早
魅
に
対
し
て
神
に
仲
介
役
を
願
う
言
葉
が
見

え
る
。

軒
以
上
二
つ
の
理
由
か
ら
、
本
稿
で
は
池
淳
氏
の
解
釈
に
従
う
こ
と

引
と
す
る
。

つ割

ま

と

め

ル
又の」

本
稿
で
は
、
出
土
文
献
で
あ
る
「
子
弾
庫
吊
書
」
の
「
八
行
文
」

附
と
「
十
三
行
文
」
を
検
討
し
て
き
た
。

M

「
人
行
文
」
で
は
、
「
炎
帝
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
天
の
至
上
神
と

島
地
上
の
人
々
は
分
離
さ
れ
、
直
接
交
渉
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
く

川
な
っ
た
、
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

柏
し
か
し
、
「
入
行
文
」
に
記
述
さ
れ
る
こ
の
分
離
は
、
至
上
神
と
人
々

糊
の
完
全
な
断
絶
を
意
味
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
、
「
八

肝
行
文
」
に
お
い
て
は
「
祝
融
」
・
「
四
神
」
「
百
神
」
、
「
十
三
行
文
」

阪
に
お
い
て
は
「
群
神
」
・
「
五
正
」
の
よ
う
な
、
地
上
を
管
理
・
監
督

お
し
天
上
の
至
上
神
と
池
上
の
人
々
の
間
で
媒
介
と
し
て
機
能
す
る
神

ー
が
存
在
す
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
天
上
の
至
上
神

と
地
上
の
人
々
は
、
直
接
交
渉
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
認

識
が
前
提
と
な
り
、
天
と
人
と
の
交
流
は
、
彼
ら
「
祝
融
」
・
「
四
神
」
・

「
百
神
」
「
群
神
」
・
「
五
正
」
の
よ
う
な
「
神
」
を
通
じ
て
、
可
能

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
で
も
い
た
。
裏
を
返
せ
ば
、
「
帝
」
が
地
上
に

直
接
介
入
し
な
い
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
「
神
」
を
通
し
た
至
上
神
と
地

上
の
人
々
と
の
交
流
が
際
立
ち
、
「
神
」
の
持
つ
、
天
の
至
上
神
と

地
上
の
人
々
と
の
聞
で
機
能
す
る
仲
介
者
と
し
て
の
役
割
を
、
強
調

し
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。

池
淳
氏
も
「
天
(
聖
)
と
地
(
俗
)
の
分
離
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
力
の
流
れ
が
保
証
さ
れ
、
そ
の
カ
に
よ
っ

て
現
世
の
存
立
は
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
交
流
を
も
た
ら
す
が
故

【他】

に
断
絶
は
重
要
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
天
と
地
の
交
流
を
可
能
に

す
る
仲
介
者
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
浅
野
裕
一
氏
が
「
中
国
の
上
天
・
上
帝
は
、
意
志
や

感
情
を
持
ち
な
が
ら
、
身
体
形
象
を
持
た
な
い
形
而
上
的
人
格
神

で
、
宇
宙
を
単
独
で
支
配
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
、
ヤ
ハ
ヴ
ェ
・
神

7
ッ
ラ
ー
な
ど
と
共
通
す
る
が
、
ほ
と
ん
ど
言
葉
を
発
し
な
い
点
で
、

決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
古
代
中
国
の
天

(
上
天
・
上
帝
)
が
地
上
の
人
々
に
対
し
て
直
接
的
に
明
確
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。

そ
れ
故
に
、
春
秋
戦
国
時
代
に
お
け
る
天
と
人
と
の
関
係
は
、
構

造
的
に
仲
介
者
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
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る
。
そ
の
構
造
と
は
、
す
な
わ
ち
、
天
と
人
の
聞
で
「
神
」
が
媒
介

ロ
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
、
双
方
の
意
志
を
伝
え
、
ま
た
「
神
」
が

天
の
職
寅
を
代
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
秩
序
が
維
持
さ
れ

て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

キエ
(
1
)

「
子
弾
庫
吊
書
」
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通
り
。
林

巳
奈
夫
「
長
沙
出
土
戦
園
楚
吊
書
考
」
(
『
東
方
皐
報
』
一
二
六
、

}
九
六
四
年
)
、
同
「
長
沙
出
土
戦
園
楚
吊
書
考
補
正
」
(
『
東
牛
刀
事
報
』

三
七
、
一
九
六
六
年
)
、
商
承
酔
「
戦
園
楚
吊
書
述
略
」
(
『
文
物
』

一
九
六
四
年
第
九
期
)
、
湖
南
省
博
物
館
「
長
沙
子
弾
庫
戦
国
木
梓
墓
」

(
『
文
物
』
一
九
七
四
年
第
二
期
)
、
陳
邦
懐
「
職
園
楚
吊
書
文
字
考
詮
」

(
中
山
大
学
古
文
字
研
究
室
編
『
古
文
字
研
究
』
第
五
輯
、
中
華
書
局
、

一
九
八
一
年
)
、
陳
夢
家
遺
著
「
戦
園
楚
吊
書
考
」
(
『
考
古
学
報
』

一
九
八
四
年
第
二
期
、
線
第
七
十
三
期
)
、
高
明
「
楚
繍
番
研
究
」
(
中

華
番
局
編
輯
部
・
中
国
文
字
研
究
会
編
『
古
文
字
研
究
』
第
六
輯
、

中
華
香
局
、
一
九
八
五
年
)
、
李
零
『
長
沙
子
那
底
戦
図
楚
吊
書
研
究
』

(
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
)
、
同
「
楚
吊
書
的
再
認
識
」
(
『
中
岡
文

化
』
第
十
期
、
一
九
九
四
年
)
、
同
『
中
国
方
術
正
考
」
「
第
三
章

楚
吊
書
与
白
書
。
古
日
者
之
説
」
(
中
華
番
局
、
二

O
O六
年
)
、
李

拳
勤
「
長
沙
楚
吊
書
通
論
」
(
楚
文
化
研
究
会
編
『
楚
文
化
研
究
論
集
』

第
一
集
荊
楚
書
社
、
一
九
八
七
年
)
、
同
『
簡
吊
侠
籍
与
学
術
史
』

「
第
二
篇
楚
吊
省
研
究
」
(
江
西
教
育
出
版
社
、
二

O
O
一年)、

徐
山
「
長
沙
子
弾
底
戦
図
楚
吊
書
行
款
問
題
質
疑
」
(
『
考
古
典
、
文
物
』

一
九
九
O
年
第
五
期
、
線
第
六
-
期
)
、
餓
宗
願
「
楚
吊
書
天
象
再
議
」

(
「
中
園
文
化
」
第
三
期
、
一
九
九

O
年
)
、
同
「
長
沙
子
弾
庫
楚
吊

番
研
究
」
(
儲
宗
願
曾
愈
通
『
楚
地
出
土
文
献
三
種
研
究
』
中
華

番
局
、
一
九
九
三
年
)
、
連
勧
名
「
長
沙
楚
吊
番
奥
中
園
古
代
的
宇

宙
論
」
(
『
文
物
』
一
九
九
一
年
第
二
期
、
組
四
-
七
期
)
、
楊
寛
「
楚

吊
書
的
四
季
神
像
及
其
創
世
神
話
」
(
「
文
学
遺
産
』
一
九
九
七
年
第

四
期
)
、
池
津
優
「
書
き
留
め
ら
れ
た
帝
の
言
葉
子
弾
庫
楚
吊
書

に
見
る
天
・
神
人
の
関
係

l
」
(
『
宗
教
研
究
』
七
三
巻
四
号
、

一
九
九
九
年
)
、
同
「
古
代
中
園
の
祭
肥
に
お
け
る

φ

仲
介
者
φ

の

嬰
素
|
戦
国
楚
の
卜
鐙
祭
鵡
記
録
竹
側
目
子
弾
庫
楚
吊
舎
と
「
絶
地

天
通
」
神
話
を
中
心
に

l
」
(
『
道
教
の
教
団
と
儀
礼
』
雄
山
関
、

二
O
O
O年
)
、
同
「
子
弾
庫
楚
吊
書
八
行
文
誇
註
」
(
郭
庖
楚
簡
研

究
会
『
楚
地
出
土
資
料
と
中
園
古
代
文
化
』
汲
古
書
院
、
二

O
O
二

年
)
、
同
「
子
弾
庫
楚
吊
書
辺
文
訳
註
」
(
『
東
京
大
学
宗
教
学
年
報
』

x
x
I、
二

O
O
四
年
)
、
橋
時
著
・
丁
原
植
主
編
「
出
土
古
代
天

文
相
半
文
献
研
究
』
「
第
一
章
長
沙
楚
吊
番
研
究
」
(
墜
潤
古
籍
出
版

社
、
二

O
O
一
年
)
、
陳
忠
信
「
試
論
長
沙
子
弾
庫
楚
吊
書
之
水
化

宇
宙
神
話
思
維
|
混
沌
創
世
神
話
視
野
之
分
析
」
(
筒
吊
研
究
網
対
、

ニ
O
O
六
年
)
、
陳
斯
鵬
「
楚
吊
詣
甲
篇
的
神
話
構
成
・
性
質
及
其

神
話
学
意
義
」
(
『
文
史
哲
」
ご

O
O六
年
六
期
)
、
森
和
「
子
弾
庫

楚
吊
寄
三
篇
の
関
係
か
ら
み
た
資
料
的
性
格
に
つ
い
て
」
(
「
史
滴
」

二
六
、
二

O
O四
年
)
、
同
「
戦
国
楚
に
お
け
る
宜
忌
の
論
理

l
子
弾

庫
吊
書
三
繍
の
関
係
を
例
に
」
(
『
長
江
流
域
と
巴
調
楚
の
地
域

文
化
』
雄
山
閥
、
二

O
O
六
年
)
、
同
「
子
弾
庫
吊
昔
の
天
人
相
関



論
に
つ
い
て
」
(
『
中
国
出
土
資
料
研
究
』
第
一

二
O
O
七
年
)

(
2
)

李
零
氏
、
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
楚
吊
書
的
再
認
識
」
、
参
照
。

(
3
)

注

(
1
)
所
掲
湖
南
省
博
物
館
報
告
書
「
長
沙
子
弾
庫
戦
国
木
樟

墓
」
、
参
照
。

(
4
)

池
津
氏
、
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
書
き
留
め
ら
れ
た
帝
の
言
葉
|

)
子
部
庫
楚
吊
舎
に
見
る
天
・
神
白
人
の
関
係
」
、
参
照
。

伊

(
5
)

池
淳
氏
、
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
子
弾
庫
楚
皇
官
辺
文
訳
註
」
、

て

参

照

。

い

(
6
)

池
津
氏
は
、
「
於
」
を
「
閥
」
「
決
」
の
義
と
し
、
「
天
地
の
気
が

じ
塞
が
っ
て
風
雨
が
発
生
し
な
い
こ
と
」
(
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
子

側
部
庫
楚
吊
書
八
行
文
誇
註
」
、
五
二
五
頁
)
と
解
す
る
。
鏡
宗
一
剛
氏

の
は
『
山
海
経
』
大
荒
北
経
の
燭
龍
「
風
雨
是
謁
」
(
郭
瑛
注
言
能

州
諸
致
風
雨
。
)
を
引
き
、
「
句
法
相
問
、
於
讃
為
謁
」
(
注

(
1
)
所

引
掲
論
考
「
長
沙
子
弾
庫
楚
吊
害
研
究
」
、
二
三
五
頁
)
と
す
る
。

れ

(
7
)

鏡
宗
願
氏
(
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
長
沙
子
弾
庫
楚
吊
書
研
究
」
、

品
一
一
一
一
一
五
i
一
一
一
一
一
六
頁
)
・
高
明
氏
(
高
明
氏
、
注

(
1
)
所
掲
論
考
、

に

三

七

六

i
三
七
七
頁
)
は
、
「
女
主
」
を
女
嫡
に
比
定
す
る
。

高

(
8
)

原
文
「
四
口
〔
方
〕
」
に
つ
い
て
、
池
淳
氏
は
、
四
境
も
し
く
は

断
固
海
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
(
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
子
部
庫
楚
吊
書

刊
八
行
文
語
註
」
、
五
二
七
頁
)

沙

(
9
)

原
文
「
天
域
(
践
)
是
各
(
格
こ
に
つ
い
て
、
池
津
氏
に
従
い
、

「
に
天
体
の
運
行
を
も
た
ら
す
と
解
釈
す
る
。
(
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
子

弾
庫
楚
申
巾
書
八
行
文
誇
註
」
、
五
一
九
頁
)

(
叩
)
「
阜
、
」
に
つ
い
て
、
李
零
氏
(
注

(
1
)
所
掲
書
『
長
沙
子
弾
庫

一
号
、
朋
友
書
庖
、
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戦
国
楚
吊
書
研
究
」
、
六
四
頁
)
餓
宗
願
氏
(
注

(
1
)
所
掲
論
考

「
長
沙
子
弾
庫
楚
吊
番
研
究
」
、
二
三
七
頁
)
・
述
劫
名
氏
(
注

(
1
)

所
掲
論
考
、
四
一
頁
)
商
承
酢
氏
(
注

(
1
)
所
掲
論
考
、
一
五
頁
)
・

鴻
時
氏
(
注

(
1
)
所
掲
論
考
、
二
一
頁
)
は
い
ず
れ
も
、
「
馬
」

と
釈
文
す
る
。
ま
た
、
原
文
「
高
」
に
つ
い
て
、
健
宗
願
氏
(
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
長
沙
子
弾
庫
楚
吊
書
研
究
」
、
二
三
七
頁
)
は
「
冥
」

す
な
わ
ち
北
方
の
神
「
玄
冥
」
と
し
、
李
零
氏
(
注

(
l
)
所
掲
香

「
長
沙
子
弾
庫
職
図
楚
吊
書
研
究
』
、
六
四
頁
)
・
速
勧
名
氏
(
注

(
1
)
所
掲
論
考
、
四
一
頁
)
・
商
承
昨
氏
(
注

(
1
)
所
掲
論
考
、

一
五
頁
)
謂
時
氏
(
注

(
l
)
所
掲
論
考
、
二
一
頁
)
は
、
「
品
」

と
読
み
、
段
の
始
祖
「
契
」
と
す
る
。
し
か
し
、
夏
の
爵
に
し
ろ
、

股
の
契
に
し
ろ
、
前
後
の
脈
絡
が
全
く
分
か
ら
ず
、
こ
こ
で
は
不
明

と
す
る
。

(
日
)
池
淳
氏
は
、
郭
庖
楚
簡
「
太
一
生
水
」
の
例
か
ら
、
原
文
「
血
こ

を
「
槍
」
と
す
る
。
(
注

(
l
)
所
掲
論
考
「
子
弾
底
楚
吊
書
八
行

文
語
註
」
、
五
三
八
j
五
三
九
頁
)

(
ロ
)
「
彊
戯
」
が
伏
義
で
あ
る
と
す
る
点
に
関
し
て
は
、
先
行
研
究
で

も
一
致
し
て
い
る
。

(
日
)
鏡
宗
臨
氏
は
、
原
文
「
〔
九
〕
州
不
坪
(
平
)
、
山
陵
備
除
(
謹
矢
)
」

を
「
九
州
不
一
歪
一
(
雨
h
)

、
山
陵
備
献
。
」
と
釈
文
し
、
「
此
言
洪
水
巳
平
、

九
州
無
横
流
之
忠
、
陵
谷
壷
安
説
也
。
」
と
す
る
。
(
注

(
1
)
所
掲

論
考
「
長
沙
子
弾
庫
楚
吊
書
研
究
」
、
二
四
二
頁
)

(
M
)

原
文
「
天
穿
(
方
)
述
(
動
)
改
(
戟
)
」
に
つ
い
て
、
高
明
氏
は
、

「
穿
仮
為
方
、
『
広
雅
・
釈
詰
こ
「
方
、
始
也
。
」
孜
同
敦
、
『
説

文
支
部
」
「
敦
、
止
也
。
」
迷
即
動
字
之
別
体
。
繍
書
天
方
動
孜
、
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則
謂
上
天
開
始
運
転
。
」
と
す
る
。
(
往

(
1
)
所
掲
論
考
、
三
七
九

頁
)

(
国
)
原
文
「
炎
帝
乃
命
祝
脳
(
融
)
、
目
四
神
降
、
奨
三
夫
、
口
思
教
(
保
)
、

実
四
亙
(
極
)
。
」
に
つ
い
て
、
李
零
氏
は
「
這
段
話
大
約
是
説
炎
帝

命
祝
融
遺
四
神
降
子
人
問
、
安
定
日
月
星
辰
、
建
立
四
極
以
承
天
覆
。
」

と
言
、
っ
。
(
注

(
1
)
所
掲
書
『
長
沙
子
弾
庫
戦
図
楚
吊
書
研
究
』
、

七一

i
七
二
頁
)

(
国
)
原
文
「
俊
」
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
「
帝
俊
」
と
解
釈
す
る

こ
と
で
一
致
し
て
い
る
が
、
池
津
氏
は
、
「
帝
俊
」
が
こ
こ
で
突
然

笠
場
し
、
そ
の
後
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
「
変
」
を
「
駿

(
す
み
や
か
)
」
と
す
る
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
(
注

(
1
)
所
掲

論
考
「
子
弾
庫
楚
吊
番
人
行
文
誇
註
」
、
五
五
六
頁
)

(
げ
)
池
津
氏
は
、
「
「
青
口
幹
」
が
「
幹
」
字
を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、

四
神
は
樹
木
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
自
巾
書
四
隅
に
描
か
れ
た

樹
木
に
相
当
す
る
可
能
性
は
高
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」
(
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
書
き
留
め
ら
れ
た
帝
の
言
葉
子
弾
庫
楚
吊
書

に
見
る
天
・
神
人
の
関
係
」
、
六
一

i
六
二
頁
)
と
す
る
。

(
羽
)
五
行
説
と
季
節
方
位
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
四
方
か
ら

五
行
へ
」
(
『
東
北
大
学
中
国
語
学
文
学
論
集
』
第
九
号
、
ご

O
O四

年
)
参
照
。

(
同
日
)
森
氏
は
、
九
底
楚
簡
「
日
書
」
告
武
躍
に
戦
死
者
を
管
掌
す
る
武

砲
と
い
う
神
の
棲
ま
う
「
復
山
」
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
「
至
子
謹

の
「
辺
」
も
神
聖
な
場
所
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
、
本
文
「
至

子
辺
」
を
「
「
復
」
な
る
地
に
赴
い
た
」
と
解
釈
す
る
。
(
注

(
l
)

所
掲
論
考
「
戦
国
楚
に
お
け
る
宜
忌
の
論
理
|
子
弾
庫
吊
書
三
篇
の

関
係
を
例
に
」
、
一
六
頁
)

(
初
)
池
津
氏
、
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
誼
き
留
め
ら
れ
た
帝
の
言
葉
|

子
弾
庫
楚
吊
舎
に
見
る
天
・
神
・
人
の
関
係

l
」
六
二
頁
、
参
照
。

(
氾
)
李
零
氏
は
、
「
道
段
話
的
意
思
大
約
是
説
、
共
工
推
歩
十
日
四
時
、

命
百
神
調
節
風
雨
以
潤
津
下
民
、
不
意
百
神
没
能
正
確
掌
握
風
雨
的

時
辰
、
遂
致
乱
生
、
子
是
決
定
議
日
月
騨
相
作
息
、
在
一
天
之
内
分

出
早
晩
四
時
。
」
と
す
る
。
(
注

(
1
)
所
掲
脊
『
長
沙
子
弾
庫
戦
園

楚
吊
書
研
究
」
、
七
三
頁
)

(
忽
)
共
工
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
貴
尤
に
お
け
る
天
地
分
離
」
(
『
集
刊

東
洋
学
』
第
九
O
号
、
二

O
O三
年
)
参
照
。

(
お
)
「
厩
縮
」
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
天
官
舎
に
次
の
よ
う
に
あ
り
、

天
体
が
進
ん
だ
り
退
い
た
り
す
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
。
「
察
日
月
之

行
、
以
挨
歳
星
順
逆
。
日
東
方
木
、
主
春
、
日
甲
乙
。
義
失
者
、
罰

出
歳
星
。
歳
星
蹴
縮
、
以
其
舎
命
図
。
所
在
圏
不
可
伐
、
可
以
罰
人
。

其
趨
舎
而
前
日
一
蔵
、
退
舎
日
縮
。
蔵
、
其
圏
有
兵
不
復
。
縮
、
其
園

有
憂
、
将
亡
、
園
傾
敗
。
其
所
在
、
五
星
皆
従
而
衆
於
一
舎
、
其
下

之
圏
可
以
義
致
天
下
。
」

(
M
)

「
天
桔
」
に
つ
い
て
、
餓
宗
限
氏
(
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
長
沙

子
弾
庫
楚
吊
書
研
究
」
、
二
五
三
頁
)
が
、
『
史
記
』
天
官
舎
「
三
月

生
天
措
、
長
四
丈
」
を
引
く
。
「
史
記
正
義
」
で
は
当
該
箇
所
に
「
橋
、

音
、
蒲
講
反
。
歳
星
之
精
散
而
為
天
槍
天
槽
目
天
衝
天
猪
・
図

皇
・
天
橡
、
及
登
天
・
荊
真
、
若
天
狼
天
垣
・
斎
些
昔
、
皆
以
庚
凶

災
也
。
天
橋
者
、
一
名
鐙
星
、
本
類
星
而
鋭
、
長
四
丈
、
出
来
北
方

西
方
。
其
出
、
則
天
下
兵
争
也
。
」
と
注
し
て
お
り
、
「
天
精
」
と
は

醤
星
の
類
か
と
思
わ
れ
る
。



(
お
)
「
湯
」
に
つ
い
て
、
高
明
氏
は
、
『
漢
書
』
天
文
志
「
四
星
著
合
、

是
簡
大
湯
。
其
圏
兵
喪
並
起
、
君
子
憂
、
小
人
流
。
」
及
び
『
尚
書
』

売
典
疏
所
引
の
『
詑
法
』
「
雲
行
雨
施
日
湯
」
を
引
き
、
「
繍
書
似
諸

天
桔
勝
作
暴
雨
、
降
子
四
方
。
」
と
言
う
。
(
注

(
1
)
所
掲
論
考
、

三
八
四
頁
)

(
お
)
「
入
月
七
日
」
に
つ
い
て
、
李
皐
勤
氏
は
「
同
様
文
例
見
子
馬
王

)
堆
吊
書
、
即
初
七
初
八
日
。
」
と
す
る
。
(
注

(
1
)
所
掲
香
『
筒
吊

一戸高
侠
籍
与
学
術
史
』
「
第
二
篇
楚
吊
寄
研
究
」
、
一
ニ
九
頁
)

引
(
幻
)
高
明
氏
は
、
原
文
「
不
得
参
職
」
を
「
罵
能
賛
天
地
之
化
育
、
得

い
奥
天
地
県
議
」
と
解
釈
す
る
。
(
注

(
1
)
所
掲
論
考
、
一
二
八
五
頁
)

印
(
お
)
原
文
「
閏
之
勿
行
」
に
つ
い
て
、
李
毒
昔
、
閏
字
を
門
字
と

糊
し
た
上
で
『
康
雅
』
釈
詰
一
ニ
「
門
、
守
也
。
」
か
ら
、
こ
の
部
分
を
「
守

例
之
勿
行
」
と
解
釈
す
る
。
(
注

(
1
)
所
掲
書
『
簡
吊
侠
籍
与
学
術
史
一
』

相
「
第
ご
病
楚
吊
書
研
究
」
、
四
O
頁
)

一
引

(m)
「
徳
匿
」
に
つ
い
て
、
商
承
群
氏
(
注

(
1
)
所
掲
論
考
、
一
一
一
一
頁
)

れ
は
「
恵
医
、
有
作
側
匿
灰
思
・
縮
刷
、
音
同
形
異
」
と
し
、
高
明

臥

氏

(

注

(
1
)
所
掲
輩
。
、
三
八
六
頁
)
は
『
漢
書
』
五
行
志
「
晦

に
而
月
見
西
方
、
謂
之
挑
。
朔
而
月
見
東
方
、
謂
之
灰
展
。
」
孟
康
注
「
挑

昔
者
行
疾
在
日
前
、
放
早
。
灰
患
者
月
行
遅
在
日
後
、
雷
没
而
更
見
。
」

舶
を
引
き
「
眺
典
徳
匿
皆
矯
日
月
乱
行
之
現
象
」
と
す
る
。
李
零
氏
(
注

刊

(
1
)
所
掲
書
『
長
沙
子
弾
庫
戦
図
楚
皇
官
研
究
』
、
五
七
頁
)
は
、

沙
匿
字
を
感
と
解
釈
し
、
「
徳
感
、
徳
者
善
也
、
福
也
。
患
者
悪
也
、

日
禍
也
。
是
個
反
義
的
合
成
詞
。
道
裏
徳
指
天
之
鹿
賞
、
思
指
天
之
刑

罰
、
表
示
上
天
割
人
事
的
報
施
、
放
下
文
説
『
惟
天
作
街
、
神
則
格

之
。
惟
天
作
妖
、
神
則
恵
之
』
。
」
と
す
る
。
鱗
宗
願
氏
(
注

(
1
)
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所
掲
論
考
「
楚
吊
審
天
象
再
議
」
、
六
人
頁
)
は
、
『
史
記
』
天
宮
書

「
天
行
徳
。
天
子
更
立
年
、
不
徳
、
風
雨
破
石
。
」
及
び
「
索
隠
』
「
北

辰
有
光
耀
、
是
行
徳
也
。
」
を
引
き
、
「
即
有
弗
之
歳
、
天
己
不
能
行

徳
、
是
矯
徳
之
匿
之
例
、
即
矯
不
徳
、
必
有
災
饗
如
今
風
雨
破
石
ψ

之
象
」
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
吊
書
の
後
文
「
五
正
乃
明
」
以
下
を

「
五
官
五
佐
諸
星
光
明
、
由
於
翠
神
得
到
合
理
之
祭
菖
、
(
縦
在
)
徳

匿
(
不
徳
)
之
際
、
而
翠
神
仰
能
代
天
行
徳
。
」
と
解
釈
す
る
。

(ω)
原
文
「
是
月
日
(
以
)
智
(
蚊
)
眉
(
擬
)
、
魚
之
正
、
佳
(
惟
)

十
又
(
有
)
二
口
〔
月
〕
。
」
に
つ
い
て
、
李
零
氏
は
「
這
雨
匂
大
約

是
説
、
月
之
恒
数
只
有
十
二
個
月
。
」
と
す
る
。
(
注

(
1
)
所
掲
書

『
長
沙
子
弾
庫
戟
図
楚
吊
香
研
究
』
、
五
八
頁
)

(
担
)
原
文
「
佳
(
惟
)
字
口
〔
徳
〕
匿
、
出
自
黄
刷
(
淵
)
、
土
身
亡

摂
(
須
)
、
出
内
(
入
)
口
同
」
に
つ
い
て
、
李
印
字
勤
氏
は
吉
巾
書

認
矯
蓉
星
和
側
匠
都
有
神
。

φ

惟
字
徳
匿
、
出
由
貿
淵
¥

φ

黄
淵
φ

当
即
黄
泉
。
篇
中
選
形
容
七
門
的
形
貌
是

φ

士
身
亡
須
ヘ
出
入
相
伴
、

反
映
古
人
認
暗
雲
車
両
種
異
象
有
相
関
的
関
係
」
と
し
、
「
土
身
亡
須
」

を
神
の
姿
を
描
写
す
る
言
葉
と
解
釈
す
る
。
(
注

(
1
)
所
掲
香
『
筒

吊
侠
籍
与
学
術
史
』
「
第
二
篇
楚
吊
書
研
究
」
、
四
一
頁
)

(
沼
)
原
文
「
恭
民
未
智
(
知
)
庖
(
擬
)
目
(
以
)
矯
馴
(
則
)
。
母

童
(
動
)
華
民
、
目
(
以
)
口
三
亙
(
恒
)
、
盤
(
陵
)
四
興
鼠
(
旗
)
、

自
(
以
)
口
〔
乱
〕
天
尚
(
常
)
」
に
つ
い
て
、
高
明
氏
(
注

(
1
)

所
掲
論
考
、
三
八
六
頁
)
は
、
「
恭
民
本
知
、
慎
而
勿
動
。
」
と
解
釈

す
る
。
李
零
氏
(
注

(
1
)
所
掲
書
『
長
沙
子
弾
庫
職
園
楚
吊
書
研

究
』
、
六
O
頁
)
は
、
「
慮
民
不
知
天
嬰
、
把
巳
経
不
可
括
的
暦
法
賞

作
定
則
、
死
守
住
不
敢
加
以
改
易
嬰
通
。
」
と
解
釈
す
る
。
李
皐
勤



氏
(
注

(
1
)
所
掲
香
『
簡
吊
侠
籍
与
学
術
史
」
「
第
二
篇
楚
吊

書
研
究
」
、
四
一
頁
)
は
、
「
有
智
慧
的
人
能
明
察
災
異
的
原
因
、
掘

以
行
動
、
則
禍
患
可
以
防
止
。
」
と
す
る
。

(
お
)
「
五
正
」
に
つ
い
て
、
鈴
宗
願
氏
(
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
長
沙

子
弾
庫
楚
吊
書
研
究
」
、
三
六
三
頁
)
は
『
左
伝
』
隠
公
六
年
「
翼

九
宗
五
正
」
に
附
さ
れ
た
杜
注
「
五
正
、
五
官
之
長
。
」
を
引
く
。

池
淳
氏
(
注

(
l
)
所
掲
論
考
「
書
き
留
め
ら
れ
た
帝
の
言
葉
|
子

弾
庫
楚
吊
書
に
見
る
天
・
神
・
人
の
関
係

l
」
、
六
七
頁
)
は
「
「
五

正
」
は
群
神
が
五
つ
に
分
掌
さ
れ
て
い
る
状
態
を
言
う
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
」
と
す
る
。
森
氏
(
注

(
l
)
所
掲
論
考
「
子
弾
庫
楚
吊

書
三
筋
の
関
係
か
ら
み
た
資
料
的
性
格
に
つ
い
て
」
、
九
頁
)
も
「
「
五

正
」
や
「
四
口
」
は
恐
ら
く
特
定
の
役
割
を
担
う
、
「
群
神
」
よ
り

上
位
の
神
々
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

(
出
)
原
文
「
尭
(
鏡
)
羊
(
祥
)
」
に
つ
い
て
、
鏡
宗
岡
氏
(
注

(
l
)

所
掲
論
考
「
長
沙
子
弾
底
楚
吊
書
研
究
」
、
二
六
三
頁
)
の
釈
文
に

め
hv

従
い
、
「
祥
を
鏡
み
」
と
訓
読
す
る
。

(
お
)
こ
の
一
段
の
原
文
「
五
正
乃
明
、
口
〔
翠
〕
神
是
盲
(
享
)
。
是

胃
(
謂
)
恵
(
徳
)
匿
、
撃
神
乃
恵
(
徳
)
。
帝
日
、
郵
(
鯨
)
、
口
〔
敬
〕

之
哉
。

[
9
]
母
弗
或
敬
。
佳
(
惟
)
天
乍
(
作
)
福
、
神
馴
(
則
)

各
(
格
)
之
。
佳
(
惟
)
天
乍
(
作
)
実
(
妖
)
、
神
馴
(
則
)
恵
之
。
」

に
つ
い
て
、
こ
の
部
分
は
難
解
で
あ
り
、
先
行
研
究
で
も
解
釈
が
分

か
れ
て
い
る
。
今
は
ひ
と
ま
ず
、
池
淳
氏
(
注

(
l
)
所
掲
論
考
「
子

弾
康
楚
吊
書
人
行
文
課
註
」
、
五
六
六
頁
)
に
従
っ
て
解
釈
す
る
が
、

詳
細
は
後
に
本
論
で
論
じ
る
。

(
お
)
原
文
「
口
敬
佳
(
惟
)
伽
天
像
(
象
)
是
慰
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(
側
)
成
佳
(
惟
)

天
口
下
民
之
-
枕
(
式
ど
に
つ
い
て
、
森
氏
(
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
子

弾
庫
楚
吊
書
一
ニ
筒
の
関
係
か
ら
み
た
資
料
的
性
格
に
つ
い
て
」
、
七

頁
)
は
「
口
敬
、
惟
れ
天
象
に
備
え
よ
。
是
れ
慰
成
。
惟
れ
天
は
下

民
の
式
を
口
す
」
と
訓
読
す
る
。

(
幻
)
「
殻
」
に
つ
い
て
、
高
明
氏
は
、
「
穀
通
穀
」
と
し
た
上
で
、
『
爾
雅
」

線
詰
「
穀
、
善
也
」
を
引
き
、
「
民
能
順
天
循
善
、
不
則
擾
乱
。
」
と

言
、
っ
。
(
注

(
1
)
所
掲
論
考
、
三
人
七
頁
)

(
お
)
上
帝
の
下
位
に
位
置
し
、
地
上
に
禍
福
を
降
す
神
に
つ
い
て
は
、

出
楠
い
h

仙
川
の
神
々
の
性
格
に
つ
い
て
「
民
則
に
狩
れ
、
其
の

為
を
締
く
」
し
な
い
神
々
」
(
『
集
刊
東
洋
学
」
第
一

O
四
号
、

二
O

一O
年
)
参
照
。

(
鈎
)
池
津
氏
、
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
書
き
留
め
ら
れ
た
帝
の
一
言
葉
|

子
部
庫
楚
吊
替
に
見
る
天
神
・
人
の
関
係
|
」
、
六
七
頁
。

(ω)
森
氏
、
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
子
弾
庫
楚
吊
書
三
篇
の
関
係
か
ら

み
た
資
料
的
性
格
に
つ
い
て
」
、
九
頁
。

(
H
M
)

森
氏
、
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
子
弾
庫
楚
吊
舎
三
篇
の
関
係
か
ら

み
た
資
料
的
性
格
に
つ
い
て
」
、
一
七
頁
。

(
必
)
森
氏
、
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
子
弾
庫
楚
自
書
三
篇
の
関
係
か
ら

み
た
資
料
的
性
格
に
つ
い
て
」
、
九
頁
。

(
必
)
池
滞
氏
、
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
子
弾
庫
楚
吊
書
八
行
文
語
註
」
、

五
六
六
頁
。

(
叫
)
池
津
氏
、
注

(
1
)
所
掲
論
考
「
書
き
留
め
ら
れ
た
帝
の
言
葉
|

子
部
庫
楚
吊
舎
に
見
る
天
白
神
人
の
関
係
」
、
六
七
頁
。

(
必
)
惟
天
賜
橘
於
民
。
則
群
神
謹
天
命
，
亦
予
福
於
民
'
惟
天
降
禍
於

民
，
群
神
亦
順
従
天
命
，
賜
民
以
災
。
(
高
明
氏
、
注

(
1
)
所
掲



論
考
、
一
二
八
七
頁
。
)

(
胡
)
宿
、
妖
釣
文
，
格
、
恵
封
文
，
意
思
是
説
。
無
論
是
福
是
禍
，
都

是
上
天
所
加
恵
。
這
裏
的
福
、
妖
也
就
是
上
文
的
徳
匿
。
(
李
零
氏
、

注

(
1
)
所
掲
普
『
長
沙
子
弾
庫
戟
図
楚
吊
香
研
究
』
、
六
二
貝
。
)

(
幻
)
注
(
犯
)
所
掲
拙
稿
、
参
照
。

(
組
閣
)
池
津
優
「
宗
教
学
理
論
に
お
け
る
新
出
土
資
料
|
聖
俗
論
と
仲
介

)
者
概
念
を
中
心
に
」
(
『
中
国
出
土
資
料
研
究
』
六
、
二

O
O
三
年
)

静
六
八
頁
、
参
照
。

(
(
品
目
)
浅
野
裕
一
「
上
天
上
帝
信
仰
と
砂
漠
の
一
神
教
」
(
『
中
国
研
究

川

集

刊

』

総

四

O
号
、
二

O
O六
年
)
一
一
七
頁
、
参
照
。
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